
【日　時】令和２年７月２９日（水）午後6時30分～午後8時00分

【場　所】舘本集会施設

【参加者】２５名

１.開　　会

２.あいさつ

　町　長

　区　長

　地元町議会議員

３.職員紹介

４.懇談会概要説明

５.町の重点事業等について

　・町民福祉課（特定健診・各種がん検診、新型コロナウイルス感染予防に関する協力依頼）

　・事業課（矢祭山親水広場造成工事、地域おこし協力隊の活動について、矢祭もったいないプロジェクト）

　・教育課（GIGAスクール構想）

　・議会事務局（業務説明・・・・・議会運営全般、監査委員事務局に関すること）

　・出納室（業務説明・・・・・町公金の収入・支出に関すること）

　・自立総務課（第６次総合計画の策定）

６.懇談会

＊要望書

＊要望書以外の要望、意見

③

国道１１８号のバイバス整備をお願
いしたい。

小学生・中学生の通学路となっておりますので、町としても県へ
要望しておりますが災害復旧が優先という事で、しっかり時間を
かけながら陳情していきたいと考えております。

　　　　　　　　　　　　　     　　　　　        【町長】

②

国道１１８号　丸イ食品から東舘駐
在所までの間の歩道の整備をお願い
したい。

要望箇所については、国道１１８号歩道整備計画として、平成２
６年度に事業採択となり、平成２８年度に事業説明会、平成２９
年度計画説明会を開催しております。平成３０年度には、用地測
量に伴う境界立会を実施しております。現在、県南建設事務所で
は、中学校から山野井方面に向けて整備計画を進めている状況で
あります。要望箇所の丸イ食品から東舘駐在所までの間の歩道整
備については、土地所有者と用地交渉を重ねていきたいとのこと
です。

【古市事業課長】

舘本区まちづくり懇談会　　　会議録

➀

東慶寺駐車場前から大寄までの道路
の舗装をお願いしたい。

要望箇所については、以前は幅員１．２ｍの狭隘道路であり農作
業時や通学路として課題のある箇所でした。平成１６年２月に大
寄・並木地内道路改良促進委員会からの陳情により、農業生産の
向上と通学路としての活用から用地無償提供により延長１３１．
７ｍ、幅員４．０ｍの農道として改良工事を実施しました。現地
を確認したところ、良好な路面状況であり車両の通行には支障の
ない状態であると考えられます。今後の維持管理としては、敷砂
利での対応を行いたいと思います。ただ、従前の周辺は耕地であ
りましたが、現在は住宅が２軒あり、生活道路としての活用があ
る状況であります。今後、宅地が増加傾向になれば、生活道路と
して舗装を検討したいと思います。

【古市事業課長】



④

➄

➅

⑦

⑧

⑨

⑩

ハザードマップ及び防災計画の周知
の方法で、各地区の公民館などにそ
の地区のハザードマップ等を表示し
ていただきたい。

周知するにはとても良い方法かと思いますので、検討し進めさせ
ていただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　                【大森町民福祉課長】

東舘駅周辺まちづくり協議会が平成
３０年度に設置され、その後の活動
について教えていただきたいと思い
ます。

平成３０年度に整備構想を策定いたしました。その際にまちづく
り協議会委員の皆さまに駅周辺の視察をしていただいたりし、ご
意見等をいただき構想をまとめました。これを受け、当初は令和
元年度に整備計画を策定する予定でしたが、台風１９号の関係で
作業が一旦止まってしまいました。ユーパル矢祭前がかなり浸水
したという状況もございましたので、そういったことも踏まえ、
今年度末までに整備計画を策定するということで、これから始め
るところでございます。
　　　　　　　　　　　　　                【鈴木総務課長】

班外区民について。町として区の充
実をどのように考えているのか。

区の班から抜けてしまう方は、どの行政区でも年々多くなってき
ております。区に入らない、区から抜けてしまうというものを、
町として強制的に言えるものではありませんので、できれば区と
して区民の皆さまに加入していただく、抜けないようにしていた
だくという事は、お願いしなければならないのかなと考えており
ます。今年度策定中の第6次総合計画の中でも、町民との協働に
よるまちづくりを町としても強く打ち出していかなければと考え
ております。行政と町民・区民の皆さまが一体となってまちづく
りをしていく、そのためにも区に入っていただき、区に入ってい
ることによってのメリットが多い事をPRしていく事によって、区
民になっていただく事を進めていく必要があるのではないかと考
えております。
　　　　　　　　　　　　　                【鈴木総務課長】

班外になってしまう方はほとんどが
高齢者で、どうしてかと言うと足が
悪くて回覧板を回しに行けない。班
から抜けても区長さんが文書を配達
してくれるので何ら支障がない。区
で班を抜ける事を止める事は難し
い。町からの回覧文書をもう少し
違った形で、例えば現在月に２回の
回覧文書を月に１回にするとか、な
るべく班に入っていても高齢者の方
が負担に感じない方法をとって頂き
たい。

月に２回の回覧文書を１回にできるかと言う事ですが、今の時代
でございますので情報伝達の方法としては色々ございますが、月
に１回となった時に皆さまのところに情報がスムーズに伝わるの
かと言うところもございますので、只今のご意見につきましては
検討させていただきます。
　　　　　　　　　　　                　　【鈴木総務課長】

今後、天神沢側に堤防が出来る事に
より、東舘側の水のあたりが強くな
ると思うので、この対応を町から県
へ要望して欲しい。

県が地元説明会を今年２月に実施し、地元においても堤防建設に
ついて機運が高まってきているとの事で、この度測量を実施する
事となりました。測量をして、今後どの様に堤防をつくるかとい
う事になるかと思います。まずは測量をし、調査をしてからどの
ような設計になるか、設計ができればまた住民説明会があると思
いますので、その様な流れをみながら町として要望すべきところ
は要望していきたいと考えております。
　　　　　　　　　　　                　　【古市事業課長】

空き家対策についてお聞きしたい。
また、町としてどの辺まで対応でき
るのかお聞きしたい。

平成２６年に空き家対策特別措置法が制定され、それを受けて矢
祭町におきましても空き家対策に対する条例を制定したところで
す。この条例に基づき空き家対策に対する計画を策定しておりま
す。原則として空き家対策は所有者が行うべきもの、そして地域
の課題として捉えるものという位置づけになっております。た
だ、地域では当然資力の問題、権限の問題等で個人では対応しき
れない部分については、空き家対策特別措置法の中で最終的には
行政の代執行ができる法整備がされております。現在町では、空
き家の撤去の助成・空き家になる前の段階でのリフォーム助成で
あったり、施策の検討を進めているところでございます。
　　　　　　　　　　　　　                【髙橋教育課長】

災害対策について。 ハザードマップ・防災計画の見直しを今年度進めているところで
ございます。それが出来上がれば町民の皆さまに周知していきた
いと考えております。もし災害が発生し避難所を開設する際に
は、新型コロナウイルス感染症予防対策を含めて対応しなければ
ならないため、現在段ボールのベット・仕切り等準備していると
ころでございます。併せて、消毒液・マスク等の備蓄についても
進めているところでございます。
　　　　　　　　　　　                【大森町民福祉課長】



⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

７.その他

８.閉会

サイクリングロードにマムシがでる
ので、「マムシ注意！」の看板を設
置して欲しい。

設置の方向で進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　                【鈴木総務課長】

農振地域を解除して欲しい。 農振計画につきましては、平成５年度に策定して以来見直しをし
ておりませんでした。昨年度と今年度の２ケ年計画で、新たな農
振計画を策定する事としております。その中で、不耕作で荒れて
しまった様な畑・田んぼにつきましては、農用地から除外する形
で、これから現地調査を行っていきたいと考えております。その
中で見直しを行ってまいります。
　　　　　　　　　　　　　                【古市事業課長】

藤井ハイムの東側の農道の舗装をお
願いしたい。

今年度の予算に計上しておりますので、実施いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　        【古市事業課長】

矢沢川橋の上流３０ｍくらいのとこ
ろの擁壁整備をお願いしたい。

現地をみさせていただき、状況を確認させていただきます。
　　　　　　　　　　　　                　【古市事業課長】

舘本の横断歩道のところが、４、５
年前に行った水道管の布設替工事の
後から、車が通る度にすごい音がす
る。道路も陥没しているので対応を
お願いしたい。

現場を確認させていただき、どの様な対応するか検討して参りた
いと思います。
　　　　　　　　　　　　　          　【大森町民福祉課長】


